
議案第２号  

 

市川市手数料条例の一部改正について  

 

市川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２８年６月１０日提出  
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市川市条例第  号  

市川市手数料条例の一部を改正する条例  

市川市手数料条例（平成１１年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表長期優良住宅

建築等計画の認定の申請に対する審査の項の備考を次のように改める。  

  備考 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に併せて当該長期優良住宅建

築等計画が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に規

定する建築基準関係規定（以下「建築基準関係規定」という。）に適合す

るかどうかの審査の申出があったときは、長期優良住宅建築等計画の認

定の申請に対する審査の項に定める額に、次に掲げる額を合計した額を

一の建築物における申請戸数で除して得た額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）を加算する。  

⑴ 建築基準法関係手数料の表の定めるところにより算定した建築物に

関する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の額  

⑵ 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査

が含まれる場合にあっては、建築基準法関係手数料の表建築設備及び

工作物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査の項に定め

る額  



別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料の表低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査登録建築物調査機関等による技術的審査を受

けていない低炭素建築物新築等計画の項第５号を次のように改める。  

 ⑸ 住宅以外の用途に供する建築物  次に掲げる区分に応じ、それぞれに定

める額  

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業

省・国土交通省令第１号。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律関係手数料の表において「基準省令」という。）第８条第１号イ⑵及

びロ⑵に定める基準に適合するかどうかを評価する方法（以下この表及

び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料の表にお

いて「第８条モデル建物法」という。）による場合 次に掲げる建築物の

延床面積の区分に応じ、それぞれに定める額  

(ｱ) ３００平方メートル以内のもの ９４,０００円  

(ｲ) ３００平方メートルを超え２ ,０００平方メートル以内のもの 

１５８,０００円  

(ｳ) ２ ,０００平方メートルを超え５ ,０００平方メートル以内のもの

２５６,０００円  

(ｴ) ５ ,０００平方メートルを超え１０ ,０００平方メートル以内のも

の ３３５,０００円  

(ｵ) １０ ,０００平方メートルを超え２５ ,０００平方メートル以内の

もの ４０２,０００円 

(ｶ) ２５,０００平方メートルを超えるもの ４７２,０００円 

イ 第８条モデル建物法以外の方法による場合 次に掲げる建築物の延床

面積の区分に応じ、それぞれに定める額  

(ｱ) ３００平方メートル以内のもの ２６１,０００円  

(ｲ) ３００平方メートルを超え２ ,０００平方メートル以内のもの 

４１７,０００円  

(ｳ) ２ ,０００平方メートルを超え５ ,０００平方メートル以内のもの 



５９４,０００円  

(ｴ) ５ ,０００平方メートルを超え１０ ,０００平方メートル以内のも

の ７２８,０００円  

(ｵ) １０ ,０００平方メートルを超え２５ ,０００平方メートル以内の

もの ８５８,０００円 

(ｶ) ２５,０００平方メートルを超えるもの ９８０,０００円 

別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料の表低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査登録建築物調査機関等による技術的審査を受

けていない低炭素建築物新築等計画の項第７号ウを次のように改める。  

ウ 住宅以外の用途に供する建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれに

定める額  

(ｱ) 第８条モデル建物法による場合  次に掲げる建築物の延床面積の

区分に応じ、それぞれに定める額  

(ⅰ) ３００平方メートル以内のもの ９４,０００円  

(ⅱ) ３００平方メートルを超え２ ,０００平方メートル以内のもの  

１５８,０００円  

(ⅲ) ２ ,０００平方メートルを超え５ ,０００平方メートル以内の

もの ２５６,０００円 

(ⅳ) ５ ,０００平方メートルを超え１０ ,０００平方メートル以内

のもの ３３５,０００円  

(ⅴ) １０ ,０００平方メートルを超え２５ ,０００平方メートル以

内のもの ４０２,０００円  

(ⅵ) ２５,０００平方メートルを超えるもの  ４７２,０００円  

(ｲ) 第８条モデル建物法以外の方法による場合  次に掲げる建築物の

延床面積の区分に応じ、それぞれに定める額  

(ⅰ) ３００平方メートル以内のもの ２６１,０００円  

(ⅱ) ３００平方メートルを超え２ ,０００平方メートル以内のもの

４１７,０００円  



(ⅲ) ２ ,０００平方メートルを超え５ ,０００平方メートル以内の

もの ５９３,０００円 

(ⅳ) ５ ,０００平方メートルを超え１０ ,０００平方メートル以内

のもの ７２８,０００円  

(ⅴ) １０ ,０００平方メートルを超え２５ ,０００平方メートル以

内のもの ８５８,０００円  

(ⅵ) ２５,０００平方メートルを超えるもの  ９７９,０００円  

別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料の表低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査登録建築物調査機関等による技術的審査を受

けていない低炭素建築物新築等計画の項第８号ウを次のように改める。  

ウ 住宅以外の用途に供する建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれに

定める額  

(ｱ) 第８条モデル建物法による場合  次に掲げる建築物の延床面積の

区分に応じ、それぞれに定める額  

(ⅰ) ３００平方メートル以内のもの ９４,０００円  

(ⅱ) ３００平方メートルを超え２ ,０００平方メートル以内のもの

１５８,０００円  

(ⅲ) ２ ,０００平方メートルを超え５ ,０００平方メートル以内の

もの ２５６,０００円 

(ⅳ) ５ ,０００平方メートルを超え１０ ,０００平方メートル以内

のもの ３３５,０００円  

(ⅴ) １０ ,０００平方メートルを超え２５ ,０００平方メートル以

内のもの ４０２,０００円  

(ⅵ) ２５,０００平方メートルを超えるもの  ４７２,０００円  

(ｲ) 第８条モデル建物法以外の方法による場合  次に掲げる建築物の

延床面積の区分に応じ、それぞれに定める額  

(ⅰ) ３００平方メートル以内のもの ２６１,０００円  

(ⅱ) ３００平方メートルを超え２ ,０００平方メートル以内のもの



４１７,０００円  

(ⅲ) ２ ,０００平方メートルを超え５ ,０００平方メートル以内の

もの ５９３,０００円 

(ⅳ) ５ ,０００平方メートルを超え１０ ,０００平方メートル以内

のもの ７２８,０００円  

(ⅴ) １０ ,０００平方メートルを超え２５ ,０００平方メートル以

内のもの ８５８,０００円  

(ⅵ) ２５,０００平方メートルを超えるもの  ９７９,０００円  

別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料の表低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査登録建築物調査機関等による技術的審査を受

けた低炭素建築物新築等計画の項中「を受けた」を「に係る適合証又は設計住

宅性能評価書（断熱等性能等級４及び一次エネルギー消費量等級５に適合して

いるものに限る。）が交付された」に改め、同表低炭素建築物新築等計画の認定

の申請に対する審査の項の備考を次のように改める。  

備考  低炭素建築物新築等計画の認定の申請に併せて当該低炭素建築物 

新築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があっ

たときは、低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の項に定

める額に次に掲げる額を加算する。  

⑴ 建築基準法関係手数料の表の定めるところにより算定した建築物に

関する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の額  

⑵ 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査

が含まれる場合にあっては、建築基準法関係手数料の表建築設備及び

工作物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査の項に定め

る額  

 別表マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係手数料の表の次に次の

１表を加える。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料 

手数料を徴収する事務 手 数 料 の 額 



建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消

費 性 能

向 上 計

画 の 認

定 の 申

請 に 対

す る 審

査 

申請に併せ

て登録建築

物調査機関

若しくは登

録住宅性能

評価機関に

よる技術的

審査に係る

適合証（以下

この表にお

いて「適合

証」という。）

の写し又は

登録住宅性

能評価機関

による設計

住宅性能評

価書（断熱等

性能等級４

及び一次エ

ネルギー消

費量等級５

（建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律（平成

２７年法律

第５３号）の

施行の際現

に存する建

築物の住宅

部分につい

ては、一次エ 

１件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴ 住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定

める額 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる建築物の延床面積の区分に

応じ、それぞれに定める額  

(ｱ) ２００平方メートル未満のもの ３６,０００円 

(ｲ) ２００平方メートル以上のもの ４０,０００円 

イ 共同住宅等における一の住戸 同時に申請した住戸数に

より、次に掲げる住戸数の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) ４戸以下のもの ７３,０００円 

(ｲ) ５戸以上１５戸以下のもの １２２,０００円 

(ｳ) １６戸以上４５戸以下のもの ２０９,０００円 

(ｴ) ４６戸以上のもの ２９９,０００円 

ウ 共同住宅等 次に掲げる建築物の延床面積の区分に応じ、

それぞれに定める額 

(ｱ) ３００平方メートル未満のもの ７３,０００円 

(ｲ) ３００平方メートル以上２,０００平方メートル未満

のもの １２２,０００円 

(ｳ) ２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル未

満のもの ２０９,０００円 

(ｴ) ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

２９９,０００円 

⑵ 第８条モデル建物法による非住宅部分に係る申請 次に掲

げる建築物の延床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア ３００平方メートル未満のもの ９２,０００円 

イ ３００平方メートル以上２,０００平方メートル未満のも

の １５５,０００円 

ウ ２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル未満

のもの ２５１,０００円 

エ ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メートル未

満のもの ３２８,０００円 

オ １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メートル

未満のもの ３９５,０００円 



 ネルギー消

費量等級４

又は等級５）

に適合して

いるものに

限る。以下こ

の表におい

て「評価書」

という。）の

写しが提出

された場合

以外の場合 

カ ２５,０００平方メートル以上のもの ４６３,０００円 

⑶ 第８条標準入力法等（基準省令第８条第１号イ⑴又はロ⑴に

定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。）を含

む方法による非住宅部分に係る申請 次に掲げる建築物の延

床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア ３００平方メートル未満のもの ２４２,０００円 

イ ３００平方メートル以上２,０００平方メートル未満のも

の ３９２,０００円 

ウ ２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル未満

のもの ５５９,０００円 

エ ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メートル未

満のもの ６８９,０００円 

オ １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メートル

未満のもの ８１５,０００円 

カ ２５,０００平方メートル以上のもの ９２９,０００円 

 申請に併せ

て適合証の

写し又は評

価書の写し

が提出され

た場合 

１件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

⑴ 住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める額 

ア 一戸建ての住宅 ５,０００円 

イ 共同住宅等における一の住戸 次に掲げる住戸数の

区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) ４戸以下のもの １０,０００円 

(ｲ) ５戸以上１５戸以下のもの ２１,０００円 

(ｳ) １６戸以上４５戸以下のもの ４７,０００円 

(ｴ) ４６戸以上のもの ８５,０００円  

ウ 共同住宅等 次に掲げる建築物の延床面積の区分に

応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) ３００平方メートル未満のもの １０,０００円 

(ｲ) ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

未満のもの ２１,０００円 

(ｳ) ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート

ル未満のもの ４７,０００円 

(ｴ) ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 



  ８５,０００円 

⑵ 非住宅部分に係る申請 次に掲げる建築物の延床面積

の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア ３００平方メートル未満のもの １０,０００円 

イ ３００平方メートル以上２,０００平方メートル未

満のもの ２８,０００円 

ウ ２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル

未満のもの ８５,０００円 

エ ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メート

ル未満のもの １３５,０００円 

オ １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メー

トル未満のもの １７１,０００円 

カ ２ ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

 ２１３,０００円 

  

備考 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に併せて当該建築物エネル

ギー消費性能向上計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出が

あったときは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の

項に定める額に次に掲げる額を加算する。 

⑴ 建築基準法関係手数料の表の定めるところにより算定した建築物に関する

確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の額 

⑵ 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査が含ま

れる場合にあっては、建築基準法関係手数料の表建築設備及び工作物に関する

確認の申請又は計画の通知に対する審査の項に定める額 

２ 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向 

上計画の認定の申請に係る手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画の

認定の申請に対する審査の項の定めるところにより算定した住宅部分の額及び

非住宅部分の額を合算した額とする。 

建築物エネルギー消費性

能向上計画の変更の認定

の申請に対する審査 

１件につき、前項に定める額に２分の１を乗じて得た額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額） 

備考 前項の備考の規定は、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申 

請があった場合について準用する。 



建 築 物

の エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 に 係

る 認 定

の 申 請

に 対 す

る 審 査 

申請に併せ

て適合証の

写しその他

建築物エネ

ルギー消費

性能基準に

適合してい

ることを示

す書類とし

て市長が認

めるもの（以

下この表に

おいて「適合

証等」とい

う。）が提出

された場合

以外の場合 

１件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

⑴ 性能基準（基準省令第１条第１項第２号イ⑴又はロ⑴

に定める基準をいう。）に適合するかどうかを評価する方法

を含む方法による住宅部分に係る申請 次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額とする。 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる建築物の延床面積の区

分に応じ、それぞれに定める額  

(ｱ) ２００平方メートル未満のもの ３６,０００円 

(ｲ) ２００平方メートル以上のもの ４０,０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる建築物の延床面積の区分に

応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) ３００平方メートル未満のもの ７３,０００円 

(ｲ) ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

未満のもの １２２,０００円 

(ｳ) ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート

ル未満のもの ２０９,０００円 

(ｴ) ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

２９９,０００円 

⑵ 仕様基準（基準省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵

に定める基準をいう。）に適合するかどうかを評価する方法

による住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める額とする。 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる建築物の延床面積の区

分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) ２００平方メートル未満のもの １８,０００円 

(ｲ) ２００平方メートル以上のもの ２０,０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる建築物の延床面積の区分に

応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) ３００平方メートル未満のもの ３５,０００円 

(ｲ) ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

未満のもの ６０,０００円 

(ｳ) ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート

ル未満のもの １０９,０００円 



  (ｴ) ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

１６６,０００円 

⑶ 第１条モデル建物法（基準省令第１条第１項第１号ロ

に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。）

による非住宅部分に係る申請 次に掲げる建築物の延床

面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア ３００平方メートル未満のもの ９２,０００円 

イ ３００平方メートル以上２,０００平方メートル未

満のもの １５５,０００円 

ウ ２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル

未満のもの ２５１,０００円 

エ ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メート

ル未満のもの ３２８,０００円 

オ １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メー

トル未満のもの ３９５,０００円 

カ ２ ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

４６３,０００円 

⑷ 第１条標準入力法等（基準省令第１条第１項第１号イ

に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をい

う。）による非住宅部分に係る申請 次に掲げる建築物の

延床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア ３００平方メートル未満のもの ２４２,０００円 

イ ３００平方メートル以上２,０００平方メートル未

満のもの ３９２,０００円 

ウ ２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル 

  

 

  未満のもの ５５９,０００円 

エ ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メート

ル未満のもの ６８９,０００円 

オ １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メー

トル未満のもの ８１５,０００円 

カ ２ ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

９２９,０００円 

申請に併せ １件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 



て適合証等

が提出され

た場合 

める額とする。 

⑴ 住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れに定める額 

ア 一戸建ての住宅 ５,０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる建築物の延床面積の区分に

応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) ３００平方メートル未満のもの １０,０００円 

(ｲ) ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

未満のもの ２１,０００円 

(ｳ) ２,０００平方メートル以上５,０００平方メー

トル未満のもの ４７,０００円 

(ｴ) ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

８５,０００円 

⑵ 非住宅部分に係る申請 次に掲げる建築物の延床面積

の区分に応じ、それぞれに定める額 

ア ３００平方メートル未満のもの １０,０００円 

イ ３００平方メートル以上２,０００平方メートル未

満のもの ２８,０００円 

ウ ２,０００平方メートル以上５,０００平方メートル

未満のもの ８５,０００円 

  エ ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メート

ル未満のもの １３５,０００円 

オ １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メー

トル未満のもの １７１,０００円 

カ ２ ５ ,０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 

２１３,０００円 
  

備考 

１ 住宅部分及び非住宅部分を有する建築物に係る建築物のエネルギー消費性能

に係る認定の申請に係る手数料の額は、建築物のエネルギー消費性能に係る認定

の申請に対する審査の項の定めるところにより算定した住宅部分の額及び非住

宅部分の額を合算した額とする。 

２ 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として市長が

認めるものは、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 



⑴ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３０条第１項の認定に

係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国

土交通省令第５号）第３条第２項の通知書の写し及び検査済証の写し 

⑵ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第

１項の認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成２４年国

土交通省令第８６号）第４３条第２項の通知書の写し及び検査済証の写し 

⑶ 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書（断熱等性能等級４及び一

次エネルギー消費量等級４又は等級５（建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、一次エネルギ

ー消費量等級３、等級４又は等級５）に適合しているものに限る。）の写し 
   

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表マンションの建替え等

の円滑化に関する法律関係手数料の表の次に１表を加える改正規定は、平成

２８年７月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料の表の規定は、

この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請

に係る手数料については、なお従前の例による。  



理  由  

  

  低炭素建築物新築等計画の認定について新たな評価方法等が認められたこ

とから当該評価方法等による場合の手数料を定めるとともに、建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律の制定により新たに建築物エネルギー

消費性能向上計画の認定事務等を行うこととなったことから当該認定事務

等に係る手数料を定めるほか、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。  

 


